
 

 

 

八戸市自動車乗車運賃等条例の一部改正（案）の概要について 

 

 

１．改正の理由 

運賃の払戻しについて規定の整備をするためのものである。 

 

 

２．改正の内容 

第９条の運賃の払戻しに係る規定に、次のただし書を加える。 

・ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、払戻しをしない

ことができる。 

 

 

 ３．施行期日 

公布の日 

 

経 済 協 議 会 資 料 

令和２年６月 15 日 

交 通 部 運 輸 管 理 課 


